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刈谷市・刈谷市教育委員会 

刈谷市公共施設予約案内システム 

利用者ガイドブック 

【学校体育施設スポーツ開放版】 
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１ 公共施設予約案内システムの概要 
 

（１）公共施設予約案内システムとは 

 

利用者登録をすることにより、各施設に設置の利用者端末機やパソコン・スマートフォンを利用

して公共施設の予約や抽選申込みなどを簡単に行うことができるシステムです。 

設備の使用料は、登録時に指定した口座から所定の期日に振り替えられますので、事前に施設に

出向くことなく、施設を利用することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公共施設予約案内システム 

 

利用者端末機 

パソコン 

スマートフォン 

様々な公共施設を予約できます。 

グラウンド・テニスコート 

体育館・ホール 

生涯学習センター 

会議室 

福祉施設 
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（２）提供サービスについて 

 

公共施設予約案内システム（以下「予約案内システム」といいます。）では、次のサービスが利用

できます。 

 

〈利用可能なサービス〉 

機 器 

 

 

 

 

サービスの種類 

利
用
者
端
末
機 

パ
ソ
コ
ン 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン 

抽選申込み ○ ○ ○ 

予約 ○ ○ ○ 

グラウンドナイター施設の予約 簡易版 簡易版 × 

施設の空き状況確認 ○ ○ ○ 

 

（３）利用可能時間 

 

予約案内システムの利用可能な時間は、次のとおりです。 

 

〈利用可能時間〉 

※ バックアップのため、毎日午前 3 時～午前 4 時は利用できません。また、メンテナンスのた

め、予告なく停止することがあります。 

種  類 
利用可能 

時間 
操 作 方 法 

利用者端末機 
施設開館 

時間中 

公共施設に設置している端末機です。画面案内に従って

操作します。 

パソコン 
24 時間・ 

365 日 

（※） 

インターネットに接続します。画面案内に従って操作し

ます。 

多機能版 https://www.cm1.eprs.jp/kariya/web/ 

簡 易 版 https://www.cm1.eprs.jp/kariya/eweb/  

スマートフォン 

  24 時間・ 

365 日 

（※） 

インターネットに接続します。画面案内に従って操作し

ます。 

   https://www.cm1.eprs.jp/kariya/sp/ 

 

https://www.cm1.eprs.jp/kariya/web/
https://www.cm1.eprs.jp/kariya/eweb/
https://www.cm1.eprs.jp/kariya/sp/
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（４）予約案内システムで利用できる学校施設 

 

予約案内システムで「抽選申込み・先着予約」や「空き状況の確認」ができる学校施設は次のと

おりです。 

詳細につきましては、スポーツ課（０５６６－６３－６０４０）にお問い合わせください。 

 

〈利用区分〉 

屋内体育施設（午前・午後・夜間）、屋外体育施設（午前・午後） 

刈谷南中学校 刈谷東中学校 富士松中学校 雁が音中学校 依佐美中学校 

朝日中学校 亀城小学校 小高原小学校 日高小学校 衣浦小学校 

住吉小学校 かりがね小学校 平成小学校 富士松南小学校 富士松北小学校 

富士松東小学校 小垣江小学校 小垣江東小学校 双葉小学校 東刈谷小学校 

朝日小学校     

屋外体育施設（夜間） 

刈谷南中学校グラウンドナイター 刈谷東中学校グラウンドナイター 

富士松中学校グラウンドナイター 雁が音中学校グラウンドナイター 

依佐美中学校グラウンドナイター 朝日中学校グラウンドナイター 

平成小学校グラウンドナイター  

 

２ 利用者登録について 
 

（１）新規登録 

 

本人確認を行う場合がありますので（※）、運転免許証、健康保険証などの本人であることを証

する書類をお持ちの上、提示してください。 

（※）屋外照明施設（グラウンドナイター施設）を利用する団体 

＜利用登録の条件（全て満たすこと）＞ 

ア 市内在住、在勤または在学の１０人以上で構成すること 

イ １８歳以上の代表者がいること 

ウ 営利を目的としないこと 

＜有効期限＞ 

 利用登録申請の対象年度の３月３１日まで 

＜利用できる学校数＞ 

 ２校まで 

＜屋外照明施設（グラウンドナイター施設）を利用する場合＞ 

  口座をお持ちの金融機関へ「口座振替依頼書」を提出し、手続き完了後に金融機関で渡された

本人控を、利用登録時に添付してください。 
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① 登録の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ Ｐ５「利用者登録の手続場所と必要書類」をご参照ください。 

※２ 刈谷市ホームページ（http://www.city.kariya.lg.jp/kankobunka/sports/1006491html） 

※３ 刈谷市指定金融機関に限ります。Ｐ５「刈谷市指定金融機関」をご参照ください。 

 

② 登録の種類 

  学校開放の利用者登録は、以下の２つがあります。 

① 口座登録が必要ない学校開放利用（屋内体育施設（午前・午後・夜間）、屋外体育施設（午

前・午後）を利用団体）の登録 

② 登録口座登録の必要な学校開放利用（屋外照明施設（グラウンドナイター施設）を利用す

る団体）の登録 

 

利用登録確認書は、申請した日から１０日後以降、ウィングアリーナ

刈谷内スポーツ課の窓口（水曜、１２月２９日～１月３日及び祝日を

除く、８時３０分～１７時１５分）で受け取ってください。利用登録

確認書に記載されている登録番号（８桁）と暗証番号（４桁）により

「予約案内システム」を利用して施設予約ができます。 

口座をお持ちの金融機関（※３）へ「口座振替依

頼書」を提出します。手続完了後、本人控が渡さ

れます。 

屋外照明施設（グラウンドナイター

施設）を利用する場合 

口座振替依頼書の提出 

申請書と団体概要書（市ＨＰからダウンロード可）にグループ全員の

住所、氏名、勤務先または学校名（市内在勤・在学の人のみ）を記入

し直接、ウィングアリーナ刈谷総合受付（休水曜）へ申請します。 

※あいち電子申請・届出システム 

（QR コード参照）からも申請できます。 

 

 

ウィングアリーナ刈谷内スポーツ課で登録に必要な書類（※１）

を入手するか、刈谷市ホームページ（※２）からダウンロードし

ます。（口座振替依頼書は、複写式のためダウンロードできませ

ん。） 

屋内体育施設（午前・午後・夜間）

屋外体育施設（午前・午後）を 

利用する場合 

利用者登録申請 

必要書類の入手 

←あいち電子申請・ 
届出システム 

http://www.city.kariya.lg.jp/kankobunka/sports/1006491html
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③  利用者登録の手続場所と必要書類 

  必要書類は、ウィングアリーナ刈谷内スポーツ課で入手できます。また、利用登録申請書・

団体概要書を、刈谷市ホームページ

（http://www.city.kariya.lg.jp/kankobunka/sports/1006491.html）からダウンロード

することもできます。 

 

〈手続場所と必要書類〉 

利用する施設 手続場所 必要書類 
登録される 

利用区分 

各学校開放施設 
ウィングアリーナ刈谷

総合受付 

・利用登録申請書 

・団体概要書 

・刈谷市口座振替依頼書

（本人控）（※） 

各学校開放施設 

※屋外照明施設（グラウンドナイター施設）を利用する団体のみ必要となります。 

備考１ 利用登録申請書の「団体名」と、口座振替依頼書の「納入義務者」は、必ず一致するよ

うにしてください。 

２ 原則として、同一の口座を指定して、複数の団体を登録することはできません。 

３ 原則として代表者または団体の指定する口座とします。 

４ 市役所内の金融機関では、口座振替依頼書の提出はできません。 

 

〈刈谷市指定金融機関等〉 

全国の本・支店 

三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 十六銀行 百五銀行 

京都銀行 愛知銀行 名古屋銀行 中京銀行 

岡崎信用金庫 知多信用金庫 豊田信用金庫 碧海信用金庫 

西尾信用金庫 愛知県中央信用組合 東海労働金庫 ゆうちょ銀行 

あいち中央農業協同組合  

備考 令和４年４月１日現在の刈谷市指定金融機関等です。金融機関は統廃合により変更される

場合があります。 

 

（２）登録内容の変更 
 

登録内容に変更が生じた場合は、ウィングアリーナ刈谷内スポーツ課にて変更の手続をしてく

ださい。利用登録変更申請書は窓口で記載していただきます。 

振替口座を変更する場合（口座名義のみの変更を含みます。）は、事前に金融機関へ「刈谷市口

座振替依頼書」を提出してください。手続完了後に、本人控が戻ってきますので、その本人控を

お持ちの上、ウィングアリーナ刈谷内スポーツ課にお越しください。 

変更手続をされませんと、緊急連絡や問い合わせの際に支障を来しますので、変更が生じた場

合は、速やかに手続をお願いします。 

 

 

http://www.city.kariya.lg.jp/kankobunka/sports/1007102.html
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〈変更等に必要な書類一覧〉 

備考１ 登録されている代表者または担当者が行ってください。 

２ 本人確認を行いますので、運転免許証、健康保険証などの本人であることを証する

書類をお持ちの上、提示してください。 

 

※１ 金融機関へ口座振替依頼書を提出し、手続完了後に渡される本人控です。納入義務

者は、登録している「団体名（団体名が変更される場合は、変更後の団体名）」と、必

ず一致するようにしてください。 

※２ 暗証番号は、予約案内システムにより利用登録者ご自身で変更することができます。 

※３ 変更時期によって口座振替ができない場合があります。口座振替ができなかった場合

は、納入通知書でお支払いください。（スポーツ課から連絡があります。） 

※４ 屋外照明施設（グラウンドナイター施設）を利用する団体のみ必要です。 

 

（３）利用登録確認書の再交付 

 

「利用登録確認書」の再交付を希望する場合は、ウィングアリーナ刈谷内スポーツ課に「利用

登録確認書再交付申請書」を提出し、再交付を受けてください。その際、運転免許証などによ

り、本人確認をさせていただきます。（代表者か担当者の人が申請してください。）利用登録確認

書再交付申請書は、刈谷市ホームページからダウンロードすることができます。 

（https://www.city.kariya.lg.jp/shisetsu/1007965/index.html） 

 

（４）注意点 

 

●悪質な予約をしている、屋外照明（グラウンドナイター）料金を支払わない、使用許可条件

に違反し使用許可を取消しされた等の利用者に対しては、利用停止等の処置をします。 

●トラブルの発生を防ぐため、登録番号、暗証番号は絶対に第三者に知られないよう十分に注

意してください。 

●利用登録者以外の第三者が予約または抽選申込みをした場合でも、刈谷市及び刈谷市教育委

員会は、一切それにかかわる損害の責を負いません。 

＜次に該当する場合は、予約案内システムを利用できなくなることがあります。＞ 

●申請書類等に記載された事項に虚偽があった場合 

●悪質な登録、予約及び不正な行為をした場合 

 

登録区分 登録・変更内容 
利用登録変更 

申請書 

口座振替依頼書

（※１） 

共  通 

団体名・代表者・担当者の変更 ○  

住所・電話番号の変更 ○  

利用区分の変更 ○  

暗証番号の変更（※２） ○  

屋外照明施設（グラウンド

ナイター施設）利用者のみ 
振替口座の変更（※３）  ○ ○（※４） 

https://www.city.kariya.lg.jp/shisetsu/1007965/index.html
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〔抽選の申込〕 

抽選の申込をすることがで

きます。 

 

〔抽選結果(当選確定)〕 

利用月の前月の５日から７日ま

で 

 

〔抽選申込の変更〕 

申込内容を変更することが

できます。 

 

〔抽選申込の確認〕 

申込内容を確認することがで

きます。 

 

〔抽選申込の取消し〕 

申込みを取消しすることがで

きます。 

 

３ 予約と利用について 
（１） 施設予約から利用までの流れ 

 

① 屋内体育施設（午前・午後・夜間）屋外体育施設（午前・午後）を利用する登録者は、「抽選

申込」と「先着順予約」ができます。 

登録した 2 校までの利用ができ、1 校につき 5 件まで、あわせて最大 10 件まで抽選申込が 

できます。 

先着順予約に制限はありません。 

② 屋外照明施設（グラウンドナイター施設）を利用する登録者は「先着順予約」のみできます。 

登録した最大 2 校で、利用月の前月の 1 日から 1５日までに「先着順予約」ができます。 

屋外照明施設（グラウンドナイター施設）の予約は「予約案内システム 簡易版」から予約を

行ってください。また、施設の時間帯に合わせてナイター照明の予約もされますので、時間帯

を確認してください。 

※「抽選申込み」は行えませんので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 抽選申込・・・利用月の前月の１日から３日まで申込みができます。 

 

 ○希望の「施設」「利用日」「利用時間」「利用目的」等を

指定して、申し込んでください。 

○抽選を申し込める件数は、抽選分類（※１）ごとに５

件（※２）までです。 
 

※１ Ｐ ９～「抽選分類一覧」参照 

※２ Ｐ１０～「利用単位一覧」参照 

○当選申込の確定 

・申込みが当選した場合は、その申込みを確定さ

せてください。 

 ・この期間中に確定されなかった当選した申込み

は無効となります。 

・確定させた申込みを後から取り消すこともでき

ます。 

○確定させた申込みは、予約に振り替えられ、翌月

から「予約の確認」で確認できます。 

２ 抽選・・・コンピューターが抽選を行います。（利用月の前月の４日） 
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○変更 

・利用時間、利用人数、催し物名を変更する場

合は、８日から１５日の間に予約の変更を行

ってください。 

・期間を過ぎますと予約の変更ができません。 

・利用日または施設の変更は、別の予約として

扱われますので、対象の予約を「取消し」し

てから、新規に予約をしてください。 

○取消し 

・施設の利用を中止する場合は、必ず８日から

１５日の間に予約取消しの手続きをしてく

ださい。 

・期間を過ぎますと予約の取消しができませ

ん。 

○検索日以降の予約が表示されます。月ごとの予約

検索も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１５日を過ぎますと、予約案内システムから「予約の変更」・「予約の取消し」ができません。 

「予約の取消し」をする場合は、スポーツ課まで電話でご連絡ください（Ｐ１１「（４）予約取消し 

について」参照）。 

・学校開放施設を利用する場合は、管理指導員の指示に従ってください。 

 

・所定の口座振替日（施設を利用した日の翌月末日です。この日が金融機関の休業日の場合は、

翌営業日となります。）に、指定の口座から振り替えられます。残高の確認をお願いします。 

 

○施設に空きがある場合は、先着順で予約ができま

す。 

４ 施設利用 

〔予約〕 

利用月の前月の８日から１５日

まで 

３ 先着順予約・・・利用月の前月の８日から 1５日まで予約できます。 

〔予約の変更〕 

利用月の前月の８日から１５日

まで 

〔予約の確認〕 

予約申込後から 

５ 屋外照明（グラウンドナイター）料金の口座振替 

〔予約の取消し〕 

利用月の前月の８日から１５日

まで 
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〈スケジュール（例：4 月１日に施設を利用する場合）〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈抽選分類一覧〉 

抽選分類 対  象  施  設 

刈谷南中学校 

刈谷南中学校グラウンド 

刈谷南中学校テニスコート 

刈谷南中学校ソフトボール場 

刈谷南中学校体育館 

刈谷南中学校卓球場 

刈谷南中学校柔剣道場 

刈谷東中学校 

刈谷東中学校グラウンド 

刈谷東中学校テニスコート 

刈谷東中学校体育館 

刈谷東中学校柔剣道場 

富士松中学校 

富士松中学校グラウンド 

富士松中学校テニスコート 

富士松中学校体育館 

富士松中学校卓球場 

雁が音中学校 

雁が音中学校グラウンド 

雁が音中学校テニスコート 

雁が音中学校体育館 

雁が音中学校柔剣道場 

依佐美中学校 

依佐美中学校グラウンド 

依佐美中学校テニスコート 

依佐美中学校ソフトボール場 

依佐美中学校体育館 

依佐美中学校卓球場 

依佐美中学校柔剣道場 

朝日中学校 

朝日中学校グラウンド 

朝日中学校テニスコート 

朝日中学校体育館 

朝日中学校卓球場 

朝日中学校柔剣道場 

月 
３ 

月 

4

月 

５ 

月 

日 １      ３ ４ ５      ７ ８        1５ 1６     31 １ 31 
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ケ
ジ
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抽
選
申
込
締
切
日 

   

４
月
分 

抽
選
申
込
開
始
日 

抽
選
日 

当
選
確
定
終
了
日 

   

当
選
確
定
開
始
日 

予
約
締
切
日
予
約
取
消
し 

・
変
更
締
切
日 

    

当
選
確
定
日 

 

施
設
利
用
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４
月
分
口
座
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替
日
（
屋
外
照
明
（
グ
ラ
ウ
ン
ド
ナ
イ
タ
ー
）
料
金
） 

 

先
着
順
予
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開
始
日 

予
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・
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更
開
始
日 
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込
期
間 

抽
選
結
果
の
確
認
期
間 

予
約
申
込
お
よ
び
変
更
・
取
消
し
不
可
期
間 
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抽選分類 対  象  施  設 

亀城小学校 
亀城小学校グラウンド 

亀城小学校体育館 
小高原小学校 

小高原小学校グラウンド 

小高原小学校体育館 

日高小学校 
日高小学校グラウンド 

日高小学校体育館 
衣浦小学校 

衣浦小学校グラウンド 

衣浦小学校体育館 

住吉小学校 
住吉小学校グラウンド 

住吉小学校体育館 
かりがね小学校 

かりがね小学校グラウンド 

かりがね小学校体育館 

平成小学校 
平成小学校グラウンド 

平成小学校体育館 
富士松南小学校 

富士松南小学校グラウンド 

富士松南小学校体育館 

富士松北小学校 
富士松北小学校グラウンド 

富士松北小学校体育館 
富士松東小学校 

富士松東小学校グラウンド 

富士松東小学校体育館 

小垣江小学校 
小垣江小学校グラウンド 

小垣江小学校体育館 
小垣江東小学校 

小垣江東小学校グラウンド 

小垣江東小学校体育館 

双葉小学校 
双葉小学校グラウンド 

双葉小学校体育館 
東刈谷小学校 

東刈谷小学校グラウンド 

東刈谷小学校体育館 

朝日小学校 
朝日小学校グラウンド 

朝日小学校体育館 
  

 

〈利用単位一覧〉 

学 校 開 放 施 設 

全中学校・全小学校 
午前 ９:００～１２:００ 午後 １３:００～１７:００ 

夜間 １８:0０～２１:００  

刈谷南中学校グラウンドナイター 

富士松中学校グラウンドナイター 

雁が音中学校グラウンドナイター 

依佐美中学校グラウンドナイター 

朝日中学校グラウンドナイター 

平成小学校グラウンドナイター 

夜間 １8：３０～２１:００ 

刈谷東中学校グラウンドナイター 夜間 １９：００～２１:００ 

 ※備考 利用単位ごとに１件と数えます。 

 

（２）予約について  

 

 ●簡易版では「選択中」、多機能版では「予約カートに追加」の状態では、予約が確定していませ

ん。同じタイミングで「選択中」又は「予約カートに追加」としている方が他にいる場合、先

に確定処理を行った方の予約が優先されます。 

 ●グラウンドナイター施設を予約すると、グラウンドナイター施設と同時にグラウンドナイター

照明が予約されます。 
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（３）予約変更について  

 

利用月の前月の８日から１５日の間に予約の変更を行ってください。 

この日を経過すると変更できません。 

 

変更内容 処理の仕方 

利用時間・利用人数・利

用目的・催し物名を変更 
「予約の変更」から内容を変更することができます。 

利用日・施設を変更 
利用日または施設の変更は、別の予約となります。 

変更する予約を取り消してから、新規に予約をしてください。 

 

（４）予約取消しについて  

 

利用月の前月の８日から１５日の間に予約の取消しを行ってください。 

この日を経過した場合は、屋外施設の雨天キャンセルを除き、原則予約のキャンセルはできませ

ん。やむを得ず１６日以降に予約の取消しを行う場合は、理由を添えて利用時間枠の開始時間３０

分前までにスポーツ課へ電話（０５６６－６３－６０４０）で連絡してください。 

 

（５）屋外照明（グラウンドナイター）料金の支払いについて 

 

●予約案内システムで予約した屋外照明（グラウンドナイター）料金は、口座振替による後納

方式でお支払いいただきます。 

●口座振替は、施設を利用した日の翌月の末日（金融機関休業日の場合は翌営業日）です。残

高確認をしてください。事前に通知は行いません。 

●残高不足等で口座振替ができなかった場合は、スポーツ課から納入通知書が送付されます。

指定金融機関にて納入期限内にお支払いください。 

●指定の期日までに支払われない場合は、予約案内システムの利用ができなくなる場合があり

ます。 

 

（６）その他 

 

●抽選結果や施設の空き状況に関するお問い合わせはご遠慮ください。 

●午前０時で日付が変わります。午前０時前に通信をしても、確定時に午前０時を過ぎると翌

日となりますので、注意してください。 
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４ 利用可能な機器について 
 予約案内システムは、利用者端末機、パソコン、スマートフォンで利用できます。 

 

 次の施設に予約案内システム専用の端末が設置してあります。画面の案内に従って操作してく

ださい。開館時間内のみ利用できます。利用者端末機から予約をするためには、事前登録が

必要です。 

 

〈利用者端末機設置場所一覧〉 

名 称 所 在 地 開館時間 休 館 日 

産業振興センター 相生町 1-1-6 9:00-2２:00 第２水（祝日の場合は翌日） 

総合文化センター 若松町 2-104 9:00-22:00 第１月（祝日の場合は翌日） 

北部生涯学習センター 井ケ谷町松ケ崎 6-26 9:00-21:00 水 

南部生涯学習センター 野田町西田 78-2 9:00-21:00 月 

刈谷市体育館 逢妻町 4-32 9:00-21:00 水 

ウィングアリーナ刈谷 築地町荒田 1 9:00-21:00 水 

ウェーブスタジアム刈谷 築地町荒田 1 9:00-17:15 水 

洲原温水プール 井ケ谷町松ケ崎 7-18 9:00-20:00 水 

市民交流センター 東陽町１-３２-２ 9:00-21:00 月（祝日の場合は翌日） 

東刈谷市民センター 松栄町 2-16-1 9:00-21:00 月 

富士松市民センター 今川町 2-152 9:00-21:00 月 

小垣江市民センター 小垣江町小道 45-1 9:00-21:00 月 

北部市民センター 東境町住吉 78-2 9:00-21:00 月 

一ツ木福祉センター 一ツ木町 4-40-3 9:00-17:00 日 

生きがいセンター 原崎町 4-201 9:00-17:00 日、祝 

高齢者福祉センター 下重原町 3-120 9:00-17:00 日、祝（敬老の日を除く） 

心身障害者福祉会館 下重原町 3-32 9:00-17:00 日、祝 

中央図書館 住吉町 4-1 9:00-18:00 月、第４金、祝日の翌日 

富士松図書館 東境町神田 32-2 10:00-18:00 月、第４金、祝日の翌日 

刈谷市役所 

（１階情報コーナー） 
東陽町 1-1 8:30-17:15 土、日、祝 

・年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）は全ての施設が休館です。 

・開館時間の変更や臨時に休館する場合があります。 

利用者端末機 

 



- 13 - 

 

パソコンを使って、次のＵＲＬからインターネットに接続して利用します。操作については、

画面の案内に従って操作してください。パソコンから予約をするためには、事前に利用者登

録が必要です。 

 

［多機能版］https://www.cm1.eprs.jp/kariya/web/ 

［簡 易 版］https://www.cm1.eprs.jp/kariya/eweb/  
 

多機能版・・・パソコン操作に慣れた方向けの画面です。効率的な操作手順で施設の予約などがで

きます。 

簡易版 ・・・簡単な操作手順で施設の予約などができます。 

 

利用上の注意 
 

●動作環境（ＯＳやＷＥＢブラウザ等）によってご利用いただけない場合があります。 

●インターネットウィルス対策ソフトによって画面が表示されない場合があります。各ウィル

ス対策ソフトの制限につきましては、それぞれのウィルス対策ソフト側の設定を変更するな

どして対応してください。 

 

 

 

スマートフォンを使って、次のＵＲＬからインターネットに接続して利用します。操作につい

ては、画面の案内に従って操作してください。スマートフォンから予約をするためには、事

前に利用者登録が必要です。 

 

[ ｽﾏ-ﾄﾌｫﾝ ] https://www.cm1.eprs.jp/kariya/sp/ 
 

 

利用上の注意 
 

●インターネットを利用するためには、携帯電話会社との契約が必要になります。通信料が別

途かかります。 

●通信状態が不安定な場合がありますのでご注意ください。（通信が遮断された場合は、最初か

らやり直してください。） 

 

パソコン 

スマートフォン 

https://www.cm1.eprs.jp/kariya/web/
https://www.cm1.eprs.jp/kariya/eweb/
https://www.cm1.eprs.jp/kariya/sp/

